
仕　様　書

令和８年度

岡山市 下水道河川局 下水道施設部 下水道施設管理課(東部)

岡東浄化センターほか自家用電気工作物保安業務委託 



岡東浄化センターほか自家用電気工作物保安業務委託一般仕様書

第１章   総    則

（目　的）

第１条   本仕様書は，岡東浄化センターほか（ポンプ場１０機場，浄化センター４機場）の自家

用電気工作物を適切に保守点検し，機器の適正な管理及び事故・故障を未然に防止するこ

とを目的とした保安業務（以下「業務」という。）の実施について必要な事項を定めるも

のである。受託者は，岡東浄化センターほかの機能が十分発揮できるよう契約書，仕様書，

その他関係書類に基づき，効率的，経済的，且つ安全に業務を履行しなければならない。

（業務の内容）

第２条   業務の主な内容は，岡東浄化センターほかの自家用電気工作物を定期的に保守・点検し

軽微な事項等にあっては補修・清掃などを随時に行うものである。又，機器の故障など緊

急時おいては，本市監督員の指示のもと現場に急行し，復旧及び関係各機関への連絡等を

行うものである。

（関係法令の遵守）

第３条   受託者は，業務の実施に当たり，下水道法，労働基準法，道路交通法，廃棄物の処理及

び清掃に関する法律の他，電気事業法等の電気に関する諸法令，施行令，通達等を遵

守しなければならない。

２　関係機関より各法令に基づく改善命令・措置命令等の指導を受けた場合は，速やかに

対応し，内容等を書面をもって遅滞なく委託者に通知しなければならない。

（保安業務）

第４条   第２条に掲げる業務は次の通りとする。

（１）月次点検業務

（２）年次点検業務

（３）緊急時対応業務

（４）その他，書類等の作成及び関係各機関への届出等。

各点検内容等は，特記仕様書による。

（関係機関への届出）

第５条   受託者は，業務履行に必要な届出・申請等の書類を作成し，関係機関へ届出を行うこと。

なお，届出等に必要な費用その他は，受託者の責任において負担すること。

（業務実施計画書）

第６条   受託者は業務に着手するに当たり事前に業務実施計画書を作成し，本市の承諾を得るこ

ととする。

その他，業務着手前に以下に揚げる書類を作成して提出すること。

（１）点検業務の細目及び基準書

（２）その他特に必要とされるもの，および市監督員より指示のあったもの



（業務履行の確認）

第７条   業務履行の確認は，点検立会，委託写真帳及び点検毎の報告書をもって確認とする。

（緊急事態発生時の対応）

第８条   受託者は，関係法令・法規等の遵守はもとより，業務に起因する事故防止に努めること

とする。このため，事故防止を目的として，各操作機器・点検機器の整備，安全啓発活動

等を積極的に実施すること。

２　受託者は，受託範囲機器の突発的事故等（落雷等の天災も含まれる。）緊急事態の発

生するおそれのある場合，または発生した場合は，委託者の指示に従うこと。また，現場

作業に従事する技術者の非常呼出及び緊急連絡等が常に可能な体制を確立しておかなけれ

ばならない。

上記の体制等は，委託者にその旨を事前に書面をもって通知しなければならない。また，

上記の非常呼出が委託者によって発令された場合，当該緊急事態発生場所に到着し速やか

に原因究明及び，故障対応しなければならない。

３  緊急事態発生時の内容及び対応措置についての報告を，速やかに書面をもって提出し，

本市の承諾を得なければならない。

４　万が一の事故発生においては，前項同様速やかに報告を行うとともに，第三者に損害

を及ぼしたときは，損害に対して十分な賠償を行うものとする。また，これらの損害賠償

等は，全て受託者の責に負うものとする。ただし，事故原因が委託者の責に帰すべき事由

により生じた場合にはこの限りではない。

（施設の保全）

第９条   受託者は，各機場の既設構造物・機器などに損傷又は損害を与えた場合，受託者の負担

と責任において原状回復すること。ただし，事故原因が委託者の責に帰すべき事由により

生じた場合にはこの限りではない。

（秘密保持等）

第１０条   受託者は，当該委託契約履行上知り得た秘密を，他人に漏らしてはならない。

（提出書類）

第１１条   受託者は，本業務において次の関係書類をＡ４判にて提出すること。

１  委託業務着手前に提出する書類

１部

（２）委託業務着手届 １部

（３）業務責任者届 １部

（４) 主任技術者届 １部

（５）委託作業表 １部

１部

１部

（８）その他監督員の指示する書類 １式

２　委託業務中に提出する書類

（１）月次点検報告書（毎月） １部

（２）業務計画書 １部

（３）その他監督員の指示する書類 １式

３  委託業務完了時に提出する書類

（１）課税事業者届

（６）保安体制構成員一覧表

（７）緊急連絡体制表



（１）委託業務完了通知書 １部

（２）委託写真帳 １部

（３）点検報告書（総括） １部

（４）その他監督員の指示する書類 １式

（事前調査）

第１２条 　受託者は，業務の現場作業着手に先立って，機器の状況・関連作業及び関係する各機場

の通常運転管理内容等について綿密な調査を行い，十分に実状を把握の上業務の履行にあ

たること。

特に，各機場の通常業務の特殊性を十分に理解し，機械的及び時間的制約のある機器・現

場を把握すること。また，業務範囲と密接な関係のある制御機器等も十分に理解した上で

作業すること。

（主任技術者）

第１３条 　受託者は，第２条に掲げる業務を履行するにあたり，相当の経験を有するものを主任技

術者と定めて，受託者に選任届を提出すること。なお，主任技術者は業務履行に必要な資

格を有するものであること。

２　受託者は，前項の規定により選出された主任技術者が，病気その他の理由により業務

の履行が困難な場合は，新たに主任技術者を選任し委託者に選任届を提出すること。この

場合においても，前項の規定により選任すること。

３　主任技術者は業務を履行するにあたり，契約書，仕様書・図面・当該施設の通常業務

の内容及び制約・各機器操作方法等，適正かつ円滑な業務遂行に必要な知識について十分

に熟知するとともに，常に新しい技術を吸収し，業務履行の能率向上に努めること。

（技術者）

第１４条 　受託者は，第２条に掲げる業務を履行するにあたり，相当の経験を有するものを技術者

と定めて，点検業務等に従事させること。なお，点検技術者は業務履行に必要な資格を有

するものであること。

２　技術者は当該に従事するにあたり，仕様書・図面・当該施設の通常業務の内容及び制

約・各機器操作方法等，適正かつ円滑な業務遂行に必要な知識について十分に熟知すると

ともに，常に新しい技術を吸収し，従事する業務の能率向上に努めること。

（疑義等）

第１５条   本仕様書に疑義を生じた場合には，両者協議の上定めるものとする。

（履行期間）

第１６条 　本業務の履行期間は，令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

（その他）

第１７条 　落雷，台風，地震などから発生する自家用電気工作物に係るトラブルは，施設全体の機

能停止というきわめて重大な事態となり，また，多数施設で同時に発生することから，多

人数の保安業務従事者や保安業務用機械器具を同時に多数箇所投入し組織力をもって対応

すること。



岡東浄化センターほか自家用電気工作物保安業務委託特記仕様書

（適　用）

第１条   本特記仕様書は，岡東浄化センターほか（ポンプ場１０機場，浄化センター４機場）

の自家用電気工作物保安業務委託に適用する。

（業務対象機器）

第２条   本業務の対象となる機器は，岡東浄化センターほかの場内及び各機場の自家用電気工作

物である。自家用電気工作物の制御等を行う機器及び制御回路・警報回路等，また非常用

発電機及び付随する機器も業務対象に含まれる。なお，遠方監視制御装置・情報処理装置

等の取扱に高度な専門技術を要するものについては，本業務対象外とする。

（使用機材）

第３条   本業務で使用する点検機器等は，受託者の負担と責任において準備すること。なお，点

検等に必要な消耗品についても同様に，受託者の負担と責任において準備すること。

また，測定機器類は関係法令・法規等に準拠し，点検整備・検定等を行った動作良好なも

のを使用すること。

（保護具の着用）

第４条   本業務を履行する際，労働基準法・労働安全衛生法及び関係法令・法規等に定められた

防護具を着用すること。また，必要に応じて絶縁保護具等を適切に着用し，感電等の事故

を防止すること。なお，本業務に従事する際は，点検従事者である旨の腕章を用意し着用

すること。

（業務の把握）

第５条   受託者は，岡東浄化センターほかにおける通常業務により発生する履行上の時間的及び

作業的制約を十分に理解し施設の通常業務及び機器運転等に支障をきたさないよう，業務

を履行しなければならない。また，本業務で行う点検等が支障をきたすと判断した場合，

受託者は本市監督員の指示に従って日程及び作業内容の変更を行うこと。

（制約事項）

第６条   岡東浄化センターほかの各施設は常時汚水排水・雨水排水及び水処理等の施設であり，

年次点検検等で停電を伴う作業を行う場合，時間的制約が発生する。そのため受託者は年

次点検の時期及び作業内容等を明記した点検作業書を本市監督員に提出し，事前に承認を

得ること。なお，年次点検は汚水排水・水処理等の施設については停電時間は半日程度，

雨水排水施設は当日の気象状況等により時間制約，または点検日の変更があり得るため受

託者は，上記制約等を十分に理解した上で適切な点検技術者の人員確保及び配置を行うこ

と。　　　　　　　

（点検場所）

第７条   本委託業務の点検場所の所在地は次のとおりとする。

別紙１の通り



（月次点検）

第８条   月次点検は，４月から点検を行うものとし，毎月１回本市監督員の承認を得て来場し，

自家用電気工作物の点検を行う。ただし，絶縁監視装置を設置している所では，

点検を隔月とする。

月次点検の内容は，保安規程により以下のとおりとする。

（１）受変電設備及施設内の各盤類の目視等による点検，及び軽微な補修及び清掃等。

（２）各受変電盤及び変圧器の電圧・電流・漏洩電流値等の測定。

（３）非常用発電機の試運転及び点検

  蓄電池　－　電圧・液量・触媒栓等

  発電機　－　各液量及び液温，漏れ　　電圧・油圧・回転数・周波数・動作確認等

（４）報告書の作成及び報告

（５）その他必要な点検

必要に応じ盤清掃・軽微な補修・消耗品等の交換（消耗品は本市支給）

　月次点検で不具合箇所が発見された場合，本市監督員に文書により速やかに報告するこ

と。

　本市の発注する電気設備工事・委託・修繕において把握し，調整・監督等の適切な

処置を講ずること。

（年次点検）

第９条   年次点検は，年１回本市監督員の指定する日時に来場し，自家用電気工作物の点検を行

うこと。なお，受託者は年次点検の計画書を作成し，本市監督員の承認を得ること。

　また，各機場の年次点検については，本市監督員と協議し承認を得た日時に実施するこ

と。

　年次点検においては，機場によっては業務の性格上，長時間停電は不可能であるため短

時間で作業が終了するよう作業員を確保するとともに，停電日時・点検方法等について綿

密な打ち合わせを行うこと。

 年次点検にあたり，施設内の関連機器の立ち下げ及び立ち上げは，本市職員において行う

うものとし，受託者は，立ち下げ完了後停電条件が整い次第速やかに本市監督員の指示の

もと，年次点検に着手するものとする。なお，区分開閉器の操作及び操作に関する各種届

出及び中国電力㈱との作業連絡等は，受託者の負担と責任において行うこと。

　また，場合によってこの停電作業に平行して，委託者が発注する他の修繕・委託業務が

行われる場合，受託者は安全管理体制の指揮及び事故防止の適切な処理をとること。

　年次点検（停電作業）に使用する仮設電源及び光源等は，受託者の負担と責任において

準備すること。なお，受託者は，年次点検終了後速やかに本市監督員の指示に従い復電作

業を開始すること。復電後，本市職員の行う施設内の関連機器の立ち上げ完了まで立会し，

各機器の正常な動作及び不具合箇所等の確認を行い，その結果を本市監督員に報告するこ

と。

　本市の発生する電気設備工事・委託・修繕において把握し，調整・監督等の適切な

処置を講ずること。

　各機場の受変電設備の概要は，別紙及び添付図面等を参照のこと。

  年次点検の内容は，保安規程により以下のとおりとする。

（１）引込・引込口配線，母線，構内電線路等の確認

（２）高圧ケーブル耐圧試験等（必要に応じ）

（３）遮断装置及び開閉器類の外部精密点検及び動作確認等

（４）計器用変成器等の確認

（５）高圧機器類（変圧器・コンデンサ・避雷器等）の確認

（６）各種保護継電器類の動作確認試験

（７）受配電盤等の確認

（８）各制御盤，開閉器盤・分電盤等の確認

（９）漏電リレー等動作確認

（10）非常用発電機設備の動作確認等



（11）配電線路絶縁抵抗測定等

（12）報告書の作成及び報告

（13）その他必要な点検

（変更等）

第１０条   本業務に係わる内容等の変更についての取扱は，原則として以下のとおりとする。

（１）設備の老朽化等に伴う機器の拡充，整備または取替等によって生ずる機器類操作方

法の変更及び点検等の変更については，本市監督員の指示により受託者において必要な教

育，技術指導を主任技術者及び点検技術者に行い，本業務の適正な履行を図ること。

（２）その他，本業務内容等の変更についての取扱は，別途協議する。ただし，軽微な変

更については，本市監督員の指示に従うこと。

（雑　則）　

第１１条   当該施設は，他の業務（修理，工事等）で車両等の往来があるため，本業務の作業に使

用する機材の運搬及び巡視の際は安全確認を徹底し，事故の防止に努めること。

２　作業工具等の置き忘れを防止するため，作業開始前及び終了後は工具類の数量確認を

行うこと。

３　受託者は，本業務において作業等に従事する主任技術者及び点検技術者に，作業に適

した統一色彩の作業服を着用させること。

（事業場別特記事項）

第１２条 　事業場別に特段の注意事項及び準備等について，受託者は下記に従うこと。なお，下記

　　　の事項を実施するために必要な機器及び経費は，受託者の負担において行うものとする。

（１）岡東浄化センター

　　 　年次点検時には仮設発電機（440V・125kVA以上）を設置し，本市監督員の指示す

　　　　　る直流電源装置内に給電を行うこと。

　太陽光発電設備のパワーコンディショナーのフィルター清掃を３カ月に１回行う

こと。

　　　　　（２）吉井川浄化センター

　　 　本事業場は併設の岡山市環境局東部クリーンセンターから受電しており，双方の

　　　　　自家用電気工作物は一事業場と扱われていることから本事業場の電気主任技術者は

　　　　　東部クリーンセンターで選任しており，本業務において第７条に定める申請，届出

　　 を行う必要は無い。従って本業務を履行する場合は，選任されている電気主任技術

　　　　　者の指示に従うこと。また東部クリーンセンター保安規程及び東部クリーンセンタ

　　　　　ーから吉井川浄化センターへの電気供給に係る協定書の内容を遵守して本業務を行

　　　　　うこと。

　　　　　　年次点検時には仮設発電機（440V・150kVA以上）を設置し，長時間停電時には甲

　　　　　の指示する電源引き込み位置に仮設配線をして給電を行うこと。この際，保安規程

　　　　　に基づく停電訓練を実施すること。

（３）平井排水センター

　　　　　　年次点検時には仮設発電機（220V・150kVA以上）を設置し，本市監督員の指示す

　　　　　るNOC室に給電を行うこと。

（３）上道ポンプ場，牟佐ポンプ場

　点検は年１回とし，内容は下記とする。

・受電設備及施設内の各盤類の目視等による点検。

・漏洩電流値の測定。

・長期にわたる停電が発生した場合，仮設発電機を設置し給電を行うこと。

・仮設発電機を設置した場合の設置・使用分の費用は別途費用とする。

・仮設発電機の仕様は220V・75kVA以上を設置すること。

　　　　　（４）共通事項

　　 　上記発電機作業において使用する仮設発電機は全て超低騒音型を用い，必要な配線及び

　　　　　機器は事前の調査を綿密に行い準備すること。仮設発電機の設置後，作業を開始す



　　　　　るまでに必ず試運転を行い電圧，相回転，周波数，残燃料の確認をすること。

　　

（絶縁監視装置）　

第１３条 本市の需要設備に絶縁監視装置を設置する場合は，次の各号によるものとする。

（１）絶縁監視装置は受託者が設置するものとし，設置工事に要する費用及び保守費用は

　　　受託者が負担するものとする。

（２）本市は，受託者が絶縁監視装置を設置する場所の提供，電話回線などの既存の施設

　　　の利用について便宜を供するものとし，受託者の絶縁監視装置を無断で移設，取外

　　　し，修理等を行わないものとする。

（３）絶縁監視装置の情報を本市の加入電話回線を利用して自動的に受託者の事業所に通

　　　報する場合，または本市が受託者に電話連絡する場合の通信料は，本市が負担する

　　　ものとする。

（４）本市の電気工作物の変更等により絶縁監視装置が設置要件に適合しなくなった場合，

　　　および電気工作物の未改修により絶縁不良が継続する等絶縁監視装置による監視が

　　　不能となった場合は，絶縁監視装置を受託者が撤去するものとする。

（５）受託者は，絶縁監視装置の設定値の確認及び試験釦による検知動作並びに本市から

　　　の警報を受託者に自動伝送する場合の伝送試験を月次点検時に行い，設定値におけ

　　　る誤差試験を年次点検時に行うものとする。

（６）受託者は，絶縁監視装置の警報動作電流(設定の上限値は５０ミリアンペアとする）

　　　以上の漏洩電流が発生している旨の警報を連続して５分以上受信した場合，又は５

　　　分未満の漏洩警報を繰り返し受信した場合には，本市に連絡し，受託者は電気工作

　　　物の異常の有無を確認するとともに警報発生の原因を調査し，適切な処置を行うも

　　　のとする。

（７）受託者は，絶縁監視装置が設置してあっても，報告書は毎月提出すること。

（８）受託者は，絶縁監視装置の警報の受信記録を３年間保存するものとする。


